
資料３ 
○新計画の体系（案）について 

 
 県の計画を勘案しつつ、本町にふさわしい計画とするため、新計画の体系を

以下のとおりとする。 

 
（１）基本目標 

男女共同参画社会づくりプランは、第４次総合計画のまちづくり重点目標

の一つである「人」がキラリと輝くまちづくりの実現を支援するものである。 
本町の現計画及び県計画においては、「男女共同参画社会の実現」を基本目

標・理念としているが、新計画においては、男女共同参画社会の実現をまち

づくりに活かすことのできる計画とするため、基本目標を「男女共同参画の

視点を活かした豊かなまちづくり」とする。 

 
（２）重点目標 

総合計画のまちづくり重点目標である「人」がキラリと輝くまちづくりで

目指す、３つの将来像をもとに、「Ⅰ すべての人がくらしやすいまちづくり」、

「Ⅱ 健康で笑顔あふれるまちづくり」、「Ⅲ 地域の交流・絆を深めるまち

づくり」、「Ⅳ 計画の推進」とする。 

 
（３）基本的施策 

３つの重点目標の下に、１３の基本的施策を掲げる。この基本的施策の下

に、各事業を配置する。 
基本的施策を定めるにあたっては、県の計画を勘案する一方で、「Ⅲ 地域

の交流・絆を深めるまちづくり」において、「協働によるまちづくりの推進」

を位置づけるなど、県計画にはない本町の独自施策を配置したことをはじめ、

実情に適合したものに修正を行っている。 



○　現計画の体系 ○　新計画の体系（案）

男女共同参画社会づくりプラン 第４次総合計画

男女共同参画社会づくりプラン

３ 協働によるまちづくりの推進

Ⅳ 計画の推進 １ 推進体制の整備・充実

１ 地域活動における男女共同参画の推進

Ⅲ
地域の交流・絆を深
めるまちづくり ２ 就業環境の改善と就業支援

４ 生涯を通じた健康づくりの支援

５ 健全な生活空間の構築

Ⅱ
健康で笑顔あふれる
まちづくり ３ 女性や子どもに対する暴力の根絶

政策・方針決定過程における男女共同参画

１ 家庭・学校・保育所における男女共同参画の推進

２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
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１ 男女共同参画の理解の促進

２ 男性にとっての男女共同参画

Ⅰ
すべての人が暮らし
やすいまちづくり

３ 様々な困難を抱える人々への支援

４

まちづくり重点目標 「人」がキラリと輝くまちづくり
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重　点　目　標 基　本　的　施　策

まちづくり重点目標
「人」が

キラリと輝くまち
「産業」が

キラリと輝くまち
「生活空間」が

キラリと輝くまち

まちづくりの基本理念 小さくてキラリと輝くまちづくり

まちの将来像 にぎわいとやすらぎのアーバンビレッジ
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12 推進体制の整備・充実

７ 就業機会の確保の促進と就業環境の改善

８ 男女の職業生活と家庭生活の両立支援

９ 生涯を通じた心身の健康づくりへの支援

10

Ⅴ 計画の推進

重　点　目　標 基　本　的　課　題

高齢者や障害者、母子・父子世帯などの生活安定と自立支援

11 新しい生活の場の創造

男女の人権の尊重

２

基　本　目　標

基　本　理　念

Ⅳ
生涯にわたる心身
の健康と生活の充
実

Ⅲ
就業環境と就業条
件の整備

Ⅰ
人権の尊重と男女
共同参画社会に向
けての意識改革

Ⅱ
あらゆる分野への
社会参画の促進

家庭・学校・地域における男女平等教育及び共同参画の推進

男女共同参画による平等社会の実現

基本的人権の尊重に基づく男女共同参画社会の実現

５ 地域活動・学習活動への男女共同参画と交流の推進

１

６ 国際交流・協力の推進

３ 男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し

４ 政策・方針決定への男女共同参画


